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愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
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（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号。以下「条

例」という。）第２条の２第１項第２号及び第３号並びに第２項

ただし書、第４条第８項、第８条ただし書、第１０条の２本文、第

１５条、第１９条第８項、第２０条第２項、第２２条の２第１項並びに第

２３条並びに附則第２条の４第１項から第３項まで及び第３条第１

項から第３項までの規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織

及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定め

るものとする。

附 則

（障害補償年金前払一時金）

７ 障害補償年金は、附則第３項本文の規定による申出が行われた

場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日

（同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当

該申出が行われた日）の属する月の翌月から、次に掲げる額の合

計額が当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額に達

するまでの間、その支給を停止するものとする。

� 省略

� 前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給される

べき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故

の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日（以下

「災害発生の日」という。）における法定利率に当該支払期月

以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して

得た額

８ 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係

る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払

期月から起算して１年以内の場合にあつては当該障害補償年金前

払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号。以下「条

例」という。）第２条の２第１項第２号及び第３号並びに第２項

ただし書、第４条第８項、第８条ただし書、第１０条の２本文、第

１５条、第１９条第８項、第２０条第２項、第２２条の２第１項並びに第

２３条並びに附則第２条の４第１項から第３項まで並びに第３条第

１項及び第２項 の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織

及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定め

るものとする。

附 則

（障害補償年金前払一時金）

７ 障害補償年金は、附則第３項本文の規定による申出が行われた

場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日

（同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当

該申出が行われた日）の属する月の翌月から、次に掲げる額の合

計額が当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額に達

するまでの間、その支給を停止するものとする。

� 省略

� 前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給される

べき障害補償年金の額を、１００分の５

に当該支払期月

以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して

得た額

８ 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係

る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払

期月から起算して１年以内の場合にあつては当該障害補償年金前

払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障
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害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の

規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合

計額」という。）を差し引いた額を、当該支払期月から起算して

１年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日にお

ける法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了す

る月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額と

する。

（遺族補償年金前払一時金）

１４ 遺族補償年金は、附則第９項本文の規定による申出が行われた

場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日

（同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当

該申出が行われた日）の属する月（条例附則第４条の２第２項の

規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺

族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつた

もの（以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」とい

う。）が附則第９項本文の規定による申出を行つた場合にあつて

は、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ同

条第２項 の表の右欄に掲げる年齢（以下この項及

び附則第１８項において「支給停止解除年齢」という。）に達する

月）の翌月から、次に掲げる額の合計額（特例遺族補償年金受給

権者が附則第９項本文の規定による申出を行つた場合にあつて

は、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。）が

当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金の額に達するま

での間、その支給を停止するものとする。

� 省略

� 前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給される

べき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当

該支払期月以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた

数で除して得た額

１５ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係

る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払

期月から起算して１年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前

払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺

族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の

規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合

計額」という。）を差し引いた額を、当該支払期月から起算して

１年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日にお

ける法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了す

る月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額と

する。

様式第２０号（第２６条関係）

省略

害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の

規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合

計額」という。）を差し引いた額を、当該支払期月から起算して

１年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に１００分の５

に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了す

る月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額と

する。

（遺族補償年金前払一時金）

１４ 遺族補償年金は、附則第９項本文の規定による申出が行われた

場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日

（同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当

該申出が行われた日）の属する月（条例附則第４条の２第２項の

規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺

族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつた

もの（以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」とい

う。）が附則第９項本文の規定による申出を行つた場合にあつて

は、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条

例附則第４条の２第２項の表の右欄に掲げる年齢（以下この項及

び附則第１８項において「支給停止解除年齢」という。）に達する

月）の翌月から、次に掲げる額の合計額（特例遺族補償年金受給

権者が附則第９項本文の規定による申出を行つた場合にあつて

は、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。）が

当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金の額に達するま

での間、その支給を停止するものとする。

� 省略

� 前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給される

べき遺族補償年金の額を、１００分の５ に当

該支払期月以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた

数で除して得た額

１５ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係

る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払

期月から起算して１年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前

払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺

族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の

規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合

計額」という。）を差し引いた額を、当該支払期月から起算して

１年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に１００分の５

に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了す

る月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額と

する。

様式第２０号（第２６条関係）

省略

省略 省略

〔記入要領〕

１ 省略

２ 当該補償が障害補償年金の場合には、障害補償年金記録

簿を用いるものとし、次の要領により記入すること。

〔記入要領〕

１ 省略

２ 当該補償が障害補償年金の場合には、障害補償年金記録

簿を用いるものとし、次の要領により記入すること。
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第７項、第８項、第１４項及び第１５項の規定

は、令和２年４月１日以後に支給すべき事由の生じた障害補償年金及び遺族補償年金の支給について適用し、同日前に支給すべき事由の

生じた障害補償年金及び遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。

�～� 省略

� 「９故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期

間」の欄には、災害補償記録簿の記入要領の６の例によ

り記入すること。

� 省略

３ 省略

４ ２号紙については、次のように記入すること。

�・� 省略

� 「受給権者氏名」の欄には、当該補償が遺族補償年金

の場合に記入するものとし、当該補償が障害補償年金の

場合には記入する必要はない。

�・� 省略

５ 条例附則第２条の４に規定する障害補償年金前払一時金

又は条例附則第３条に規定する遺族補償年金前払一時金

（以下「障害補償年金前払一時金等」という。）を支給し

たときは、２号紙の「備考」の最初の欄に支給額及び支給

年月日を記入し、「支給に係る月」及び「支払金額」の欄

には、当該障害補償年金前払一時金等の支給により停止さ

れている障害補償年金又は遺族補償年金が仮に支給されて

いたとしたら記入すべき事項を赤字で記入すること。ただ

し、障害補償年金前払一時金等を支給した月の翌月から１

年を経過した月以後の「支払金額」の欄に記入する金額に

ついては、愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４

号）附則第７項第２号又は第１４項第２号の規定による算定

を行つた金額とする。

�～� 省略

� 「９故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期

間」の欄には、災害補償記録簿の記入要領の８の例によ

り記入すること。

� 省略

３ 省略

４ ２号紙については、次のように記入すること。

�・� 省略

� 「受給権者氏名」の欄には、当該補償が遺族補償年金

の場合に記入するものとし、当該補償が災害補償年金の

場合には記入する必要はない。

�・� 省略

５ 当該補償が遺族補償年金の場合で

条例附則第３条に規定する一時金

を支給し

たときは、２号紙の「備考」の最初の欄に支給額及び支給

年月日を記入し、「支給に係る月」及び「支払金額」の欄

には、当該一時金 の支給により停止さ

れている 遺族補償年金が仮に支給されて

いたとしたら記入すべき事項を赤字で記入すること。ただ

し、一時金 を支給した月の翌月から１

年を経過した月以後の「支払金額」の欄に記入する金額に

ついては、同条第２号

の規定による算定

を行つた金額とする。
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